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令和４年度第１回発達障害支援者研修実施要領 
 

１ 目 的 

  この研修は，発達障害児・者とその家族の身近な地域において，個々の発達障害の特性に配慮した，

切れ目のない支援体制が整備されるよう，発達障害児（者）の支援機関におけるスキルアップ及び連

携体制の構築・強化を図ることを目的として実施する。 

 

２ 研修概要 

日   程 令和４年９月 10日（土） 10:00～16:30 

実 施 方 法  オンライン（ZOOM） 

対   象 発達障害児者に関わる医療，保健，福祉，教育，司法，労働等の分野の関係職員 

募 集 定 員 90 名 受 講 料 無料 

テ ー マ  トラブルシューターネットワーク※～ 誰も排除しない社会をつくるために ～ 

研
修
内
容 

講義① 
テーマ TS（トラブルシューター）とは何を目指した活動か 

講 師 竹田 一光 氏（全国トラブルシューターネットワーク 共同代表） 

講義② 
テーマ トラブルを抱えた人の支援 

講 師 水籐 昌彦 氏（山口県立大学 社会福祉学部 教授） 

講義③ 
テーマ ご利用者が捕まった時！ 

講 師 佐藤 邦男 氏（弁護士法人広島みらい法律事務所 弁護士） 

基調提案 
テーマ 地域で起こっていること 

講 師 仁井 恭子 氏（広島県地域生活定着支援センター長） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ テーマ 地域で必要な活動とは 

 

  

 

 

 

 

３ 効果測定アンケートの実施 

  研修の効果測定を目的に，研修後，修了者に対してアンケートを実施する。 

 

４ 受講申込 

受講を希望する場合は，「５ 申込期限」に示す期日までに，県ホームページ上に設けた受講申込入

力フォームから，必要事項を入力の上，申し込みを行うこと。 

 

令和４年度 発達障害支援者研修 受講申込入力フォーム 

‣‣‣ URL： https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=2432 

 

 

５ 申込期限 

９月１日（木）まで 

 

 

 

トラブルシューター（TS）とは：トラブルが発生した時，トラブルのリスクを示すサインに気づい

た時に，適切な対応（悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞き，必要な支援に繋げ，見守る）

を図ることができる人のことで，「誰も排除しない社会をつくる人」とも位置付けられる支援者の

こと。（全国 TS ネットワーク・コアメンバー会議 議事録より） 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=2432
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６ 受講者の決定 

 広島県から，受講申込時に入力したメールアドレス宛てに，９月５日（月）頃を目途に，受講の可

否について申込者に通知する。 

 

７ 受講方法 

（1） 広島県発達障害者支援センターホームページの「新着情報」から，受講決定者用入力フォームへ

アクセスする。 

（2） 受講決定者用入力フォームに，受講決定通知に記載のパスワードを入力すると，「特設ページ」

にアクセスするための URLが表示されるため，これをクリックし，「特設ページ」にアクセスする。 

（3） 「特設ページ」に掲載のリンクから ZOOMにアクセスし，研修に参加する。 

  

広島県発達障害者支援センターホームページ 

  ‣‣‣ URL：https://www.f-tutuji.or.jp/h-scdd/ 

 

８ 受講に係る注意事項 

(1) この研修の「特設ページ」は，９月５日（月）頃に開設予定であるため，事前に「特設ページ」

へのアクセスが可能であるか確認するとともに，「特設ページ」に掲載する研修資料等について，

ダウンロードや印刷等を行っておくこと。 

(2) 研修を受講するための URLやパスワードについては，参加者以外の第三者と共有しないこと。 

(3) 研修資料や研修中の映像については，いかなる手段によっても，録音や録画，撮影，複製，SNS

への投稿等を行わないこと。 

(4) 研修受講後に，「特設ページ」からアンケートフォームにアクセスし，回答すること。 

 

９ 受講後のフォローアップ支援について 

地域の発達障害者支援の現場に，研修の内容をより効果的にフィードバックさせるため，希望する

研修受講者の所属機関に対して，広島県発達障害者支援センターによるコンサルテーション等のフォ

ローアップ支援を実施する。日程，回数，内容等については，同センターと所属機関とで調整し決定

する。訪問に要する費用は，同センターの負担とする。 

なお，申し込みが多数の場合は，選定を行うことがあるので留意すること。 

 

10 問合せ先 

(1)研修内容，研修受講方法等に係ること 

  広島県発達障害者支援センター 担当者：奥森・吉元 

  （電話）082－490－3455 （FAX）082－427－6280 

  （E-mail）hiroshima-scdd@forest.ocn.ne.jp 

 

(2)受講申込，受講決定等に係ること 

  広島県健康福祉局障害者支援課 地域生活・発達障害グループ 担当者：石原 

  （電話）082－513－3157 （FAX）082－223－3611 

  （E-mail）fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp 
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